
処分案件１ 一部拾得金等の不適切な事務処理 

社員が自ら拾得した現金の一部を警察に届け出ることなく保管し、保管金の一部を両替、

消耗品の購入、不足金の補填に使用していた。こうした行為は、自らの職務に係る法令、

会社の諸規則に違反した行為である。 

そのため、拾得金による保管金が存在した 2012年度以降に駅業務に従事した社員を対象

として「拾得金を保管金に入れたことがある」「保管金を両替や消耗品の購入に使用したこ

とがある」など具体的な行為の内容や、当時の役職を勘案した上で、下記の処分を行った。 

 

（１）被処分者および処分内容 

・保管及び使用した担当者 15名：減給（平均賃金の１日分の半額）（当時助役） 

・保管のみ行った担当者 17名：譴責（当時助役 13名）、口頭厳重注意（当時巡視員４

名） 

・保管金の存在を認識し長期にわたり改善を怠った課長級１名：出勤停止１日 

・保管金の存在を認識していた係長級２名：譴責 

※なお、保管金の存在を認識していなかったものの、適切な業務上の管理•監督が行え

ていなかったこれまでの管理監督者９名については、口頭厳重注意とする。 

 

（２）処分年月日 

2025年 11月 10日から 12日 

 

処分案件２ 酒気を帯びた状態で勤務 

2025年 9月 19日、就業時にアルコール濃度検査を義務付けられている社員が、検査結

果が社内規定で定める就業不可となる基準値を上回ったにも関わらずそのまま就業し、そ

の事実を自らすみやかに上司へ報告しなかった。 

当該社員は通常、運転業務に就くことはなく鉄道輸送に支障は無かったものの、特に鉄

道の安全運行を担う運輸部門の管理職としての責務を考慮すると、その行為は著しく不適

切であり、会社の諸規則に違反した行為であるため、下記の処分を行った。 

 

（１）被処分者および処分内容 

課長級１名：出勤停止１日 

※なお、管理監督責任として、当該社員を管理監督する立場にあった課長級１名を譴責

とする。 

 

（２）処分年月日 

2025年 11月 11日 

 

 

 

 



処分案件３ 免許が失効した状態での自動車の運転 

 社内で自動車運転免許証の更新状況の確認を行った際に、当該社員が、2025年 5月 23日

から 6 月 30 日までの間、運転免許が失効した状態（有効期限切れ）で計 15 回業務用自動

車を運転していたことが発覚した。このうち 14回は免許が失効していることに気付くこと

なく運転していたが、１回は失効に気付いた後に運転していた。 

鉄道の安全運行を担う社員としての責務を考慮すると、その行為は著しく不適切であり、

自らの職務に係る法令、会社の諸規則に違反した行為であるため、下記の処分を行った。 

 

（１）被処分者および処分内容 

担当者１名：減給（平均賃金の１日分の半額） 

 

（２）処分年月日 

2025年 11月 11日 

 

処分案件４ アルコール検査による基準値を 

超えて就業した事案 

令和７年９月２日、就業時にアルコール濃度検査を義務付けられている運輸課の社員が、

検査結果が社内規定で定める就業不可となる基準値を上回ったにも関わらず、そのまま就

業した。また、点呼を実施する社員も、当該社員のアルコール濃度検査結果が基準値を上

回っていることを認識していながら、適切な対応を取らずにそのまま就業させた。 

運転業務に従事することはなかったものの、鉄道の安全運行を担う社員としての責務を

考慮すると、これらの行為は著しく不適切であり、自らの職務に係る法令、会社の諸規則

に違反した行為であるため、下記の処分を行った。 

 

（１）被処分者および処分内容 担当２名：出勤停止４日（※） 

（２）処分年月日 令和８年２月６日 

 

処分案件５ アルコール検査未実施で就業した事案 

令和８年１月３日、運輸課の社員がイベント対応で応援業務に従事するにあたり、アル

コール濃度検査を義務付けられている社員２名が、検査を実施せずにそのまま就業した。 

また、点呼を実施する社員２名も、当該社員のアルコール濃度検査を実施せず、そのま

ま就業させた。 

イベント対応の応援要員であるため、運転業務に従事することはなかったが、鉄道の安

全運行を担う社員としての責務を考慮すると、これらの行為は著しく不適切であり、自ら

の職務に係る法令、会社の諸規則に違反した行為であるため、下記の処分を行った。 

 

（１）被処分者および処分内容 

・担当１名：出勤停止４日（※） 

・担当１名：出勤停止１日 



・担当１名：減給（平均賃金の１日分の半額） 

・担当１名：口頭厳重注意 

（２）処分年月日 令和８年２月６日 

  ※処分案件１・２の担当１名は同一社員 

 

処分案件６ アルコール検査による基準値を超えた事案 

 

就業時に実施するアルコール濃度検査において、社内基準値を超過した社員に対して、

以下の処分を実施した。 ※基準値を超えたため、勤務には就いていない。 

 

処分者  ：担当者１名 

処分内容 ：譴責・減給（基準を２度超過し、２回の処分を同日に実施） 

処分年月日：令和８年３月 30日 

 


